
東京都公安委員会告示第 435 号 

警備業法（昭和47年法律第117号）第42条第２項第１号の

規定に基づき、機械警備業務管理者講習を実施するので、

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習

等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号）第

13条において準用する同規則第２条の規定により次のとお

り告示する。 

  平成23年12月９日 

            東京都公安委員会 

            委員長 太 田 芳 枝            

記 

１ 講習の実施期日及び時間 

平成24年３月13日（火曜日）から同月16日（金曜日）

までの４日間   

   午前９時から午後５時まで 

２ 講習の実施場所 

  台東区東上野一丁目１番12号 栗橋ビル５階 

    社団法人東京都警備業協会研修室 

３ 講習予定人員 

  50名 

４ 受講申出の要領 

  受講申込みに先立って、受講申出を必ず行うこと。 

  なお、受講申出は、電話受付のみとし、先着順により

確定する。 

 (1)  受講申出の受付期日 

平成24年２月13日(月曜日) 

   午前９時から午後５時まで 

 (2)  受付専用電話 



      社団法人東京都警備業協会 

   03(3837)2160 

５ 申込手続 

 (1)  受付日時 

   平成24年２月28日（火曜日）及び同月29日（水曜日） 

  の２日間  

午前９時から午後５時まで     

 (2)  受付場所 

   台東区東上野一丁目１番12号 栗橋ビル５階 

社団法人東京都警備業協会         

 (3)  申込書類 

   機械警備業務管理者講習受講申込書 １通 

 (4) 受講手数料 38,000 円 

６ 問合せ先 

 (1)  社団法人東京都警備業協会 

   電話 03(5818)6070 

 (2)  警視庁生活安全部生活安全総務課防犯営業第一係 

   電話 03(3581)4321 内線 30312 

  


